
令和5年 第6回 飯塚市議会定例会 議案 

議案番号 件    名 摘要 ページ 

５９ 令和5年度 飯塚市一般会計補正予算(第6号)   

６０ 令和5年度 飯塚市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)   

６１ 令和5年度 飯塚市介護保険特別会計補正予算(第1号)   

６２ 令和5年度 飯塚市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)   

６３ 令和5年度 飯塚市小型自動車競走事業特別会計補正予算(第2号)   

６４ 令和5年度 飯塚市地方卸売市場事業特別会計補正予算(第1号)   

６５ 令和5年度 飯塚市駐車場事業特別会計補正予算(第1号)   

６６ 令和5年度 飯塚市水道事業会計補正予算(第2号)   

６７ 令和5年度 飯塚市下水道事業会計補正予算(第1号)   

６８ 

飯塚市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例並びに

飯塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に

関する条例の一部を改正する条例 

 ３ 

６９ 
飯塚市立就学前の子どものための教育・保育施設条例の一部を改正

する条例 
 １８ 

７０ 飯塚市空家等の適切な管理に関する条例の一部を改正する条例  ２０ 

７１ 飯塚市LED防犯灯設置事業分担金条例の一部を改正する条例  ２２ 

７２ 飯塚市市営住宅条例の一部を改正する条例  ２４ 

７３ 市道路線の認定  ２７ 

 

 



 

議案番号 件    名 摘要 ページ 

７４ 財産の無償貸付け(ふれあい広場)  ３３ 

７５ 専決処分の承認(令和5年度 飯塚市一般会計補正予算(第5号))  ３５ 

報告 

第26号 

専決処分の報告(物損事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれ

に伴う和解) 
 ３６ 

報告 

第27号 

専決処分の報告(公用車による物損事故に係る損害賠償の額を定める

こと及びこれに伴う和解) 
 ３９ 

報告 

第28号 

専決処分の報告(交通事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれ

に伴う和解) 
 ４１ 

報告 

第29号 

専決処分の報告(車両損傷事故に係る損害賠償の額を定めること及び

これに伴う和解) 
 ４３ 

報告 

第30号 

専決処分の報告(車両損傷事故に係る損害賠償の額を定めること及び

これに伴う和解) 
 ４５ 

報告 

第31号 

専決処分の報告(車両損傷事故に係る損害賠償の額を定めること及び

これに伴う和解) 
 ４７ 

報告 

第32号 

専決処分の報告(支払督促申立てに対する異議申立て(学校給食費請

求事件)) 
 ４９ 

    

    

    

    

    

    

 

 

. 



議案第68号  

 

飯塚市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例並びに飯

塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関す

る条例の一部を改正する条例 

 

飯塚市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例並びに飯塚市特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する

条例を次のように定める。 

 

令和5年11月30日提出 

 

飯塚市長  武 井 政 一   

 

 

提案理由 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成

18年法律第77号)等の改正に伴い、関係規定を整備するため、本案を提出するもので

ある。 
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飯塚市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例並びに飯塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する

条例の一部を改正する条例 

(飯塚市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正) 

第1条 飯塚市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年飯塚市条例第31号)の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

 (保育の内容)  (保育の内容) 

第27条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関す

る基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条に規定する内閣総理大臣

が定める指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保育す

る乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供しなければならな

い。 

第27条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関す

る基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条に規定する厚生労働大臣

が定める指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保育す

る乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供しなければならな

い。 

 

(飯塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部改正) 

第2条 飯塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(平成26年飯塚市条例第30号)の一部を次のように改正

する。 

改正後 改正前 

 (正当な理由のない提供拒否の禁止等)  (正当な理由のない提供拒否の禁止等) 

第7条 (略) 第7条 (略) 

2 特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この

項において同じ。)は、利用の申込みに係る法第19条第1号に掲げ

2 特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この

項において同じ。)は、利用の申込みに係る法第19条第1号に掲げ
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る小学校就学前子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用し

ている同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同号に掲げる

小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合に

おいては、抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該

特定教育・保育施設の設置者の教育・保育に関する理念、基本方

針等に基づく選考その他公正な方法(第4項において「選考方法」

という。)により選考しなければならない。 

る小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利

用している法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設

の法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用

定員の総数を超える場合においては、抽選、申込みを受けた順序

により決定する方法、当該特定教育・保育施設の設置者の教育・

保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法(第

4項において「選考方法」という。)により選考しなければならな

い。 

3 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下この

項において同じ。)は、利用の申込みに係る法第19条第2号又は第3

号に掲げる小学校就学前子ども及び当該特定教育・保育施設を現

に利用している同条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、当該特定教育・

保育施設の同条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区

分に係る利用定員の総数を超える場合においては、教育・保育給

付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、

保育を受ける必要性が高いと認められる教育・保育給付認定子ど

もが優先的に利用できるよう、選考するものとする。 

3 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下この

項において同じ。)は、利用の申込みに係る法第19条第2号又は第3

号に掲げる小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設

を現に利用している法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、当該特

定教育・保育施設の法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学

前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、

法第20条第4項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び

家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる

教育・保育給付認定子どもが優先的に利用できるよう、選考する

ものとする。 

4・5 (略)  4・5 (略)  
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 (あっせん、調整及び要請に対する協力)  (あっせん、調整及び要請に対する協力) 

第8条 (略) 第8条 (略)  

2 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下この

項において同じ。)は、法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る当該特定

教育・保育施設の利用について児童福祉法第24条第3項(同法第73

条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第41条第2

項において同じ。)の規定により市が行う調整及び要請に対し、で

きる限り協力しなければならない。 

2 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下この

項において同じ。)は、法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る当該特定

教育・保育施設の利用について児童福祉法第24条第3項(同法附則

第73条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規

定により市が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しなけれ

ばならない。 

 (受給資格等の確認)  (受給資格等の確認) 

第9条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められた

場合は、必要に応じて、教育・保育給付認定保護者の提示する支

給認定証(教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けて

いない場合にあっては、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年

内閣府令第44号)第7条第2項の規定による通知)によって、教育・

保育給付認定の有無、教育・保育給付認定子どもの該当する法第1

9条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、教育・保育給付認定

の有効期間、保育必要量(法第20条第3項に規定する保育必要量を

いう。)等を確かめるものとする。 

第9条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められた

場合は、必要に応じて、教育・保育給付認定保護者の提示する支

給認定証(教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けて

いない場合にあっては、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年

内閣府令第44号)第7条第2項の規定による通知)によって、教育・

保育給付認定の有無、教育・保育給付認定子どもの該当する法第1

9条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、教育・保育給付認定

の有効期間及び保育必要量等を確かめるものとする。 

 (利用者負担額等の受領)  (利用者負担額等の受領) 

第14条 (略)  第14条 (略)  
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2・3 (略)  2・3 (略)  

4 特定教育・保育施設は、前3項の支払を受ける額のほか、特定教

育・保育において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げ

る費用の額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けることが

できる。 

4 特定教育・保育施設は、前3項の支払を受ける額のほか、特定教

育・保育において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げ

る費用の額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けることが

できる。 

 (1)・(2) (略)   (1)・(2) (略)  

 (3) 食事の提供(次に掲げるものを除く。)に要する費用  (3) 食事の提供(次に掲げるものを除く。)に要する費用 

  ア (略)   ア (略) 

  イ 次の(ア)又は(イ)に掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子

どものうち、負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前

子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の

小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。

以下このイにおいて同じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合

にそれぞれ(ア)又は(イ)に定める者に該当するものに対する

副食の提供(アに該当するものを除く。) 

  イ 次の(ア)又は(イ)に掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子

どものうち、負担額算定基準子ども(施行令第13条第2項に規

定する負担額算定基準子どもをいう。以下この条において同

じ。)又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校

の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年

までに在籍する子どもをいう。以下イにおいて同じ。)が同一

の世帯に3人以上いる場合にそれぞれ(ア)又は(イ)に定める

者に該当するものに対する副食の提供(アに該当するものを

除く。) 

(ア)・(イ) (略)  (ア)・(イ) (略)  

  ウ (略)    ウ (略)  

 (4)・(5) (略)   (4)・(5) (略)  

5・6 (略)  5・6 (略)  
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(特定教育・保育の取扱方針) (特定教育・保育の取扱方針) 

第16条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応

じて、それぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子

どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行

わなければならない。 

第16条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応

じて、それぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子

どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行

わなければならない。 

 (1) (略)  (1) (略) 

 (2) 認定こども園(認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定

を受けた施設及び同条第10項の規定による公示がされたものに

限る。) 次号及び第4号に掲げる事項 

 (2) 認定こども園(認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定

を受けた施設及び同条第11項の規定による公示がされたものに

限る。) 次号及び第4号に掲げる事項 

 (3) (略)  (3) (略) 

 (4) 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23

年厚生省令第63号)第35条の規定に基づき保育所における保育

の内容について内閣総理大臣が定める指針 

 (4) 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23

年厚生省令第63号)第35条の規定に基づき保育所における保育

の内容について厚生労働大臣が定める指針 

2 (略) 2 (略) 

 (運営規程)  (運営規程) 

第21条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の運営についての

重要事項に関する規程(第24条において「運営規程」という。)を

定めておかなければならない。 

第21条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の運営についての

重要事項に関する規程(第24条において「運営規程」という。)を

定めておかなければならない。 

 (1)～(3) (略)  (1)～(3) (略) 

 (4) 特定教育・保育の提供を行う日(法第19条第1号に掲げる小学

校就学前子どもの区分に係る利用定員を定めている施設にあっ

 (4) 特定教育・保育の提供を行う日(法第19条第1号に掲げる小学

校就学前子どもの区分に係る利用定員を定めている施設にあっ
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ては、学期を含む。以下この号において同じ。)及び時間並びに

特定教育・保育の提供を行わない日 

ては、学期を含む。以下この号において同じ。)及び時間、提供

を行わない日 

 (5)～(11) (略) 

 (利用定員の遵守) 

第23条 (略) 

 (5)～(11) (略) 

 (定員の遵守) 

第23条 (略) 

 (特別利用保育の基準)  (特別利用保育の基準) 

第36条 (略)  第36条 (略)  

2 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供す

る場合には、当該特別利用保育に係る法第19条第1号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び当該特

定教育・保育施設を現に利用している同条第2号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、第5条

第2項第3号の規定により定められた法第19条第2号に掲げる小学

校就学前子どもに係る利用定員の総数を超えないものとする。 

2 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供す

る場合には、当該特別利用保育に係る法第19条第1号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数及び当

該特定教育・保育施設を現に利用している法第19条第2号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数

が、第5条第2項第3号の規定により定められた法第19条第2号に掲

げる小学校就学前子どもに係る利用定員の数を超えないものとす

る。 

3 特定教育・保育施設が、第1項の規定により特別利用保育を提供

する場合には、特定教育・保育には特別利用保育を、施設型給付

費には特例施設型給付費(法第28条第1項の特例施設型給付費をい

う。次条第3項において同じ。)を、それぞれ含むものとして、前

節(第7条第3項及び第8条第2項を除く。)の規定を適用する。この

場合において、第7条第2項中「特定教育・保育施設(認定こども園

3 特定教育・保育施設が、第1項の規定により特別利用保育を提供

する場合には、特定教育・保育には特別利用保育を、施設型給付

費には特例施設型給付費(法第28条第1項の特例施設型給付費をい

う。次条第3項において同じ。)を、それぞれ含むものとして、本

章(第7条第3項及び第8条第2項を除く。)の規定を適用する。この

場合において、第7条第2項中「特定教育・保育施設(認定こども園

9



又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「特

定教育・保育施設(特別利用保育を提供している施設に限る。以下

この項において同じ。)」と、「同号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ども」とあるのは「同号又は同

条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子ども」と、第14条第2項中「法第27条第3項第1号に掲げる額」

とあるのは「法第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準に

より算定した費用の額」と、同条第4項第3号イ(ア)中「教育・保

育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別

利用保育を受ける者を除く。)」と、同号イ(イ)中「教育・保育給

付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用

保育を受ける者を含む。)」とする。 

又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「特

定教育・保育施設(特別利用保育を提供している施設に限る。以下

この項において同じ。)」と、「法第19条第1号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」とあるのは「法

第19条第1号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども」と、「法第19条第1号に掲げる小学校就

学前子どもの区分に係る利用定員の総数」とあるのは「法第19条

第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」

と、第14条第2項中「法第27条第3項第1号に掲げる額」とあるのは

「法第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定し

た費用の額」と、同条第4項第3号イ(ア)中「教育・保育給付認定

子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用保育を

受ける者を除く。)」と、同号イ(イ)中「教育・保育給付認定子ど

も」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用保育を受け

る者を含む。)」とする。 

 (特別利用教育の基準)  (特別利用教育の基準) 

第37条 (略) 第37条 (略) 

2 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供す

る場合には、当該特別利用教育に係る法第19条第2号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び当該特

定教育・保育施設を現に利用している同条第1号に掲げる小学校就

2 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供す

る場合には、当該特別利用教育に係る法第19条第2号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数及び当

該特定教育・保育施設を現に利用している法第19条第1号に掲げる
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学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、第5条

第2項第2号の規定により定められた法第19条第1号に掲げる小学

校就学前子どもに係る利用定員の総数を超えないものとする。 

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数

が、第5条第2項第2号の規定により定められた法第19条第1号に掲

げる小学校就学前子どもに係る利用定員の数を超えないものとす

る。 

3 特定教育・保育施設が、第1項の規定により特別利用教育を提供

する場合には、特定教育・保育には特別利用教育を、施設型給付

費には特例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、前節(第7

条第3項及び第8条第2項を除く。)の規定を適用する。この場合に

おいて、第7条第2項中「特定教育・保育施設(認定こども園又は幼

稚園に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「特定教育・

保育施設(特別利用教育を提供している施設に限る。以下この項に

おいて同じ。)」と、「利用の申込みに係る法第19条第1号に掲げ

る小学校就学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第19

条第2号に掲げる小学校就学前子ども」と、「同号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」とあるのは

「同条第1号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども」と、「同号に掲げる小学校就学前子ど

もの区分に係る利用定員」とあるのは「同条第1号に掲げる小学校

就学前子どもの区分に係る利用定員」と、第14条第2項中「法第27

条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第28条第2項第3号の内

閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第4項

3 特定教育・保育施設が、第1項の規定により特別利用教育を提供

する場合には、特定教育・保育には特別利用教育を、施設型給付

費には特例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、本章(第7

条第3項及び第8条第2項を除く。)の規定を適用する。この場合に

おいて、第7条第2項中「利用の申込みに係る法第19条第1号に掲げ

る小学校就学前子どもの数」とあるのは「利用の申込みに係る法

第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの数」と、「法第19条第

1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

どもの総数」とあるのは「法第19条第1号又は第2号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」と、

第14条第2項中「法第27条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法

第28条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費

用の額」と、同条第4項第3号イ(ア)中「教育・保育給付認定子ど

も」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受け

る者を含む。)」と、同号イ(イ)中「教育・保育給付認定子ども」

とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者

を除く。)」とする。 
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第3号イ(ア)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・

保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者を含む。)」と、同

号イ(イ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保

育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者を除く。)」とする。 

 (利用定員)  (利用定員) 

第38条 特定地域型保育事業(事業所内保育事業を除く。)の利用定

員(法第29条第1項の確認において定めるものに限る。以下この章

において同じ。)の数は、家庭的保育事業にあっては1人以上5人以

下、小規模保育事業A型(家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準(平成26年厚生労働省令第61号)第27条に規定する小規模保

育事業A型をいう。第43条第3項第1号において同じ。)及び小規模

保育事業B型(同令第27条に規定する小規模保育事業B型をいう。同

号において同じ。)にあっては6人以上19人以下、小規模保育事業C

型(同条に規定する小規模保育事業C型をいう。附則第4条において

同じ。)にあっては6人以上10人以下、居宅訪問型保育事業にあっ

ては1人とする。 

第38条 特定地域型保育事業(事業所内保育事業を除く。)の利用定

員(法第29条第1項の確認において定めるものに限る。以下この章

において同じ。)の数は、家庭的保育事業にあっては1人以上5人以

下、小規模保育事業A型(家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準(平成26年厚生労働省令第61号)第28条に規定する小規模保

育事業A型をいう。第43条第3項第1号において同じ。)及び小規模

保育事業B型(同省令第31条に規定する小規模保育事業B型をいう。

第43条第3項第1号において同じ。)にあっては6人以上19人以下、

小規模保育事業C型(同省令第33条に規定する小規模保育事業C型

をいう。附則第4条において同じ。)にあっては6人以上10人以下、

居宅訪問型保育事業にあっては1人とする。 

2 (略) 2 (略) 

(正当な理由のない提供拒否の禁止等) (正当な理由のない提供拒否の禁止等) 

第40条 (略)  第40条 (略)  

2 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第19条第3号に

掲げる小学校就学前子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用

2 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第19条第3号に

掲げる小学校就学前子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に
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している満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子ど

もを除く。以下この章において同じ。)の総数が、当該特定地域型

保育事業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用

定員の総数を超える場合においては、教育・保育給付認定に基づ

き、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける

必要性が高いと認められる満3歳未満保育認定子どもが優先的に

利用できるよう、選考するものとする。 

利用している満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定

子どもを除く。以下この章において同じ。)の総数が、当該特定地

域型保育事業所の法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの

区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、法第20条第4

項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状

況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満3歳未満保

育認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。 

3・4 (略)  3・4 (略)  

 (特定地域型保育の取扱方針)  (特定地域型保育の取扱方針) 

第45条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準第35条の規定に基づき保育所における保育の内容につ

いて内閣総理大臣が定める指針に準じ、それぞれの事業の特性に

留意して、小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定地

域型保育の提供を適切に行わなければならない。 

第45条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準第35条の規定に基づき保育所における保育の内容につ

いて厚生労働大臣が定める指針に準じ、それぞれの事業の特性に

留意して、小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定地

域型保育の提供を適切に行わなければならない。 

 (利用定員の遵守)  (定員の遵守) 

第49条 特定地域型保育事業者は、利用定員を超えて特定地域型保

育の提供を行ってはならない。ただし、年度中における特定地域

型保育に対する需要の増大への対応、法第46条第5項に規定する便

宜の提供への対応、児童福祉法第24条第6項に規定する措置への対

応、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限

りでない。 

第49条 特定地域型保育事業者は、利用定員の定員を超えて特定地

域型保育の提供を行ってはならない。ただし、年度中における特

定地域型保育に対する需要の増大への対応、法第46条第5項に規定

する便宜の提供への対応、児童福祉法第24条第6項に規定する措置

への対応、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、

この限りでない。 
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 (特別利用地域型保育の基準)  (特別利用地域型保育の基準) 

第52条 (略)  第52条 (略)  

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育

を提供する場合には、当該特別利用地域型保育に係る法第19条第1

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども及び特定地域型保育事業所を現に利用している満3歳未満保

育認定子ども(次条第1項の規定により特定利用地域型保育を提供

する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第1

9条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子どもを含む。)の総数が、第38条第2項の規定により定めら

れた利用定員の総数を超えないものとする。 

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育

を提供する場合には、当該特別利用地域型保育に係る法第19条第1

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利用している満3歳未

満保育認定子ども(次条第1項の規定により特定利用地域型保育を

提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる

法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもを含む。)の総数が、第38条第2項の規定により定

められた利用定員の数を超えないものとする。 

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により特別利用地域型保

育を提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育

を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費(法第30条第1項

の特例地域型保育給付費をいう。次条第3項において同じ。)を、

それぞれ含むものとして、前節(第41条第2項を除き、前条におい

て準用する第9条から第15条まで(第11条及び第14条を除く。)、第

18条から第20条まで及び第24条から第34条までを含む。次条第3項

において同じ。)の規定を適用する。この場合において、第40条第

2項中「利用の申込みに係る法第19条第3号に掲げる小学校就学前

子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第19条第1号に掲げる

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により特別利用地域型保

育を提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育

を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費(法第30条第1項

の特例地域型保育給付費をいう。次条第3項において同じ。)を、

それぞれ含むものとして、この節(第41条第2項を除き、前条にお

いて準用する第9条から第15条まで(第11条及び第14条を除く。)、

第18条から第20条まで及び第24条から第34条までを含む。次条第3

項において同じ。)の規定を適用する。この場合において、第40条

第2項中「利用の申込みに係る法第19条第3号に掲げる小学校就学

前子どもの数」とあるのは「利用の申込みに係る法第19条第1号に
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小学校就学前子ども」と、「満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳

以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。)」とある

のは「同号又は同条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども(第53条第1項の規定により特定利用地

域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の

対象となる法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもを含む。)」と、「同号に掲げる小学

校就学前子ども」とあるのは「同条第3号に掲げる小学校就学前子

ども」と、「教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及

び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められ

る満3歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とある

のは「抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定

地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考

その他公正な方法により」と、第44条第1項中「教育・保育給付認

定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(特別利用地域

型保育の対象となる法第19条第1号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定

保護者を除く。)」と、同条第2項中「法第29条第3項第1号に掲げ

る額」とあるのは「法第30条第2項第2号の内閣総理大臣が定める

基準により算定した費用の額」と、同条第3項中「前2項」とある

のは「前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「前2項」と、

掲げる小学校就学前子どもの数」と、「満3歳未満保育認定子ども

(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同

じ。)」とあるのは「法第19条第1号又は第3号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(法第52条第1項の

規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該

特定利用地域型保育の対象となる法第19条第2号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)」と、

「法第20条第4項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及

び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められ

る満3歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とある

のは「抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定

地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考

その他公正な方法により」と、第44条第1項中「教育・保育給付認

定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(特別利用地域

型保育の対象となる法第19条第1号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定

保護者を除く。)」と、同条第2項中「法第29条第3項第1号に掲げ

る額」とあるのは「法第30条第2項第2号の内閣総理大臣が定める

基準により算定した費用の額」と、同条第3項中「前2項」とある

のは「前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「前2項」と、

「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(第13条第
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「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(第13条第

4項第3号ア又はイに掲げるものを除く。)に要する費用」と、同条

第5項中「前各項」とあるのは「前3項」とする。 

4項第3号ア又はイに掲げるものを除く。)に要する費用」と、同条

第5項中「前各項」とあるのは「前3項」とする。 

 (特定利用地域型保育の基準)  (特定利用地域型保育の基準) 

第53条 (略) 第53条 (略) 

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育

を提供する場合には、当該特定利用地域型保育に係る法第19条第2

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども及び特定地域型保育事業所を現に利用している同条第3号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

(前条第1項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合にあ

っては、当該特別利用地域型保育の対象となる法第19条第1号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを

含む。)の総数が、第38条第2項の規定により定められた利用定員

の総数を超えないものとする。 

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育

を提供する場合には、当該特定利用地域型保育に係る法第19条第2

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利用している法第19条

第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども(前条第1項の規定により特別利用地域型保育を提供する場

合にあっては、当該特別利用地域型保育の対象となる法第19条第1

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

どもを含む。)の総数が、第38条第2項の規定により定められた利

用定員の数を超えないものとする。 

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により特定利用地域型保

育を提供する場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育

を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含

むものとして、前節の規定を適用する。この場合において、第44

条第1項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育

給付認定保護者(特定利用地域型保育の対象となる法第19条第2号

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により特定利用地域型保

育を提供する場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育

を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含

むものとして、この節の規定を適用する。この場合において、第4

4条第1項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保

育給付認定保護者(特定利用地域型保育の対象となる法第19条第2
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に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も(特定満3歳以上保育認定子どもに限る。)に係る教育・保育給付

認定保護者に限る。)」と、「法第29条第3項第2号に掲げる額」と

あるのは「法第30条第2項第3号の市町村が定める額」と、同条第2

項中「法第29条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第30条第2

項第3号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」

と、同条第4項中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事

の提供(特定利用地域型保育の対象となる特定満3歳以上保育認定

子どもに対するもの及び満3歳以上保育認定子ども(施行令第4条

第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。)に係る

第14条第4項第3号ア又はイに掲げるものを除く。)に要する費用」

とする。 

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども(特定満3歳以上保育認定子どもに限る。)に係る教育・保育給

付認定保護者に限る。)」と、同条第2項中「法第29条第3項第1号

に掲げる額」とあるのは「法第30条第2項第3号の内閣総理大臣が

定める基準により算定した費用の額」と、同条第4項中「掲げる費

用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(特定利用地域型保育

の対象となる特定満3歳以上保育認定子どもに対するもの及び満3

歳以上保育認定子ども(施行令第4条第1項第2号に規定する満3歳

以上保育認定子どもをいう。)に係る第14条第4項第3号ア又はイに

掲げるものを除く。)に要する費用」とする。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第69号  

 

   飯塚市立就学前の子どものための教育・保育施設条例の一部を改正す

る条例 

 

飯塚市立就学前の子どものための教育・保育施設条例の一部を改正する条例を次

のように定める。 

 

令和5年11月30日提出 

 

飯塚市長  武 井 政 一   

 

 

提案理由 

保育所の統合に伴い、新たに飯塚市立穂波東保育所を設置し、現在の飯塚市立楽

市保育所及び飯塚市立平恒保育所を令和6年3月31日をもって廃止するため、本案を

提出するものである。 
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飯塚市立就学前の子どものための教育・保育施設条例の一部を改正する条例 

 飯塚市立就学前の子どものための教育・保育施設条例(平成26年飯塚市条例第33号)の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表第1(第3条関係) 別表第1(第3条関係) 

区分 名称 位置 

幼 保 連 携 型

認 定 こ ど も

園 

飯塚市立庄内こど

も園 

飯塚市赤坂364番地 

飯塚市立頴田こど

も園 

飯塚市勢田1010番地1 

保育所 飯塚市立菰田保育

所 

飯塚市堀池15番地9 

飯塚市立穂波東保

育所 

飯塚市平恒115番地52 

飯塚市立筑穂保育

所 

飯塚市筑穂元吉645番地1 

 

区分 名称 位置 

幼 保 連 携 型

認 定 こ ど も

園 

飯塚市立庄内こど

も園 

飯塚市赤坂364番地 

飯塚市立頴田こど

も園 

飯塚市勢田1010番地1 

保育所 飯塚市立菰田保育

所 

飯塚市堀池15番地9 

飯塚市立楽市保育

所 

飯塚市楽市163番地 

飯塚市立平恒保育

所 

飯塚市平恒278番地2 

飯塚市立筑穂保育

所 

飯塚市筑穂元吉645番地1 

 

   附 則 

 この条例は、令和6年4月1日から施行する。 
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議案第70号  

    

   飯塚市空家等の適切な管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

飯塚市空家等の適切な管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

   

令和5年11月30日提出 

 

飯塚市長  武 井 政 一   

 

 

提案理由 

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)

が公布されたことに伴い、関係規定を整備するため、本案を提出するものである。 
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飯塚市空家等の適切な管理に関する条例の一部を改正する条例 

 飯塚市空家等の適切な管理に関する条例(平成30年飯塚市条例第27号)の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

(市の責務) (市の責務) 

第4条 (略) 第4条 (略) 

2 市は、空家等及び部分空家等に関する対策を総合的かつ計画的

に実施するため、法第7条第1項に規定する空家等対策計画を定め

るものとする。 

2 市は、空家等及び部分空家等に関する対策を総合的かつ計画的

に実施するため、法第6条第1項に規定する空家等対策計画を定め

るものとする。 

(協議会) (協議会) 

第5条 前条第2項の空家等対策計画の作成及び変更等に関する協

議を行うため、法第8条に規定する協議会を置く。 

第5条 前条第2項の空家等対策計画の作成及び変更等に関する協

議を行うため、法第7条に規定する協議会を置く。 

2 (略) 2 (略) 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第71号  

 

飯塚市LED防犯灯設置事業分担金条例の一部を改正する条例 

 

 飯塚市LED防犯灯設置事業分担金条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和5年11月30日提出 

 

飯塚市長  武 井 政 一   

 

 

提案理由 

LED防犯灯設置事業に係るリース期間の終了に伴い、関係規定を整備するため、本

案を提出するものである。 
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飯塚市LED防犯灯設置事業分担金条例の一部を改正する条例 

 飯塚市LED防犯灯設置事業分担金条例(平成26年飯塚市条例第9号)の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

 (定義)  (定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) LED防犯灯設置事業 自治会及び自治会類似組織の要望によ

り、飯塚市が実施するLED防犯灯の新設並びに既存の蛍光灯及び

白熱球等防犯灯の取替え事業をいう。 

(1) LED防犯灯設置事業 自治会及び自治会類似組織の要望によ

り、飯塚市が賃貸借方式で行うLED防犯灯の新設並びに既存の蛍

光灯及び白熱球等防犯灯の取替え事業をいう。 

(2) (略) (2) (略)  

附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市LED防犯灯設置事業分担金条例の規定は、令和5年度に実施したLED防犯灯設置事業か

ら適用する。 
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議案第72号  

 

   飯塚市市営住宅条例の一部を改正する条例 

 

 飯塚市市営住宅条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和5年11月30日提出 

 

飯塚市長  武 井 政 一   

 

 

提案理由 

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律

(令和5年法律第30号)が公布されたことに伴い、関係規定を整備するため、本案を提

出するものである。 
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飯塚市市営住宅条例の一部を改正する条例 

 飯塚市市営住宅条例(平成18年飯塚市条例第207号)の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

(入居者の資格) (入居者の資格) 

第6条 公営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を

具備する者でなければならない。 

第6条 公営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を

具備する者でなければならない。 

(1) (略) (1) (略) 

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしな

いが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約

者を含む。第13条において同じ。)があること。ただし、次の

アからクまでのいずれかに該当する者(身体上又は精神上著し

い障がいがあるために常時の介護を必要とする者で、かつ、居

宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難

であると認められる者を除く。)にあっては、この限りでない。 

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしな

いが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約

者を含む。第13条において同じ。)があること。ただし、次の

アからクまでのいずれかに該当する者(身体上又は精神上著し

い障がいがあるために常時の介護を必要とする者で、かつ、居

宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難

であると認められる者を除く。)にあっては、この限りでない。 

ア～キ (略) ア～キ (略) 

ク 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法

律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力

防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶

者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの

暴力を受けたもので、(ア)又は(イ)のいずれかに該当する者 

ク 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法

律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力

防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶

者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの

暴力を受けたもので、(ア)又は(イ)のいずれかに該当する者 

(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防 (ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防
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止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定に

よる一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力

防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定

による保護が終了した日から起算して5年を経過していな

い者 

止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定に

よる一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力

防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定

による保護が終了した日から起算して5年を経過していな

い者 

(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶

者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用す

る場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立て

を行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算し

て5年を経過していないもの 

(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等

法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により

裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその

効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの 

(3)～(7) (略) (3)～(7) (略) 

2～5 (略) 2～5 (略) 

附 則 

この条例は、令和6年4月1日から施行する。 
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議案第73号  

 

   市道路線の認定 

 

 次のとおり市道路線を認定するものとする。 

 

  令和5年11月30日提出 

 

飯塚市長  武 井 政 一   

 

 

提案理由 

 道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定に基づき市道路線を認定するにあ

たり、同条第2項の規定により議決を求めるものである。 

 

市道認定路線明細 

一連 
番号 

路線 
番号 路線名 起点 終点 幅員 

（ｍ） 
延長 

（ｍ） 
図面 
番号 

1 15229 サヤノ谷２号線 上三緒 346-100 地先 上三緒 351-21 地先 6.4 51.1 No.1 

2 15230 中田２号線 菰田東二丁目 417-5 地先 菰田東二丁目 416 地先 6.2 26.8 No.2 

3 15231 川島・卯ノ木線 川島 880-4 地先 川島 880-7 地先 6.0 24.1 No.3 

4 33588 秋松・中ノ坪線 秋松 1111 地先 秋松 855-10 地先 7.0 42.7 No.4 

5 33589 椿・古川５号線 椿 27-1 地先 椿 26-13 地先 6.1 40.2 No.5 

6 33590 椿・古川６号線 椿 26-8 地先 椿 26-9 地先 6.2 9.9 No.5 

        合 計  194.8   
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Ｎｏ．１市道認定路線図

15229 サヤノ谷２号線
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Ｎｏ．２市道認定路線図

15230 中田２号線
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Ｎｏ．３市道認定路線図

15231 川島・卯ノ木線
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Ｎｏ．４市道認定路線図

33588 秋松・中ノ坪線
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Ｎｏ．５市道認定路線図

33589 椿・古川５号線

33590 椿・古川６号線
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議案第74号 

 

財産の無償貸付け(ふれあい広場) 

 

次の建物を無償貸付けするものとする。 

 

令和5年11月30日提出 

 

飯塚市長  武 井 政 一 

 

 

1 所在地    飯塚市長尾1242番地1 

2 建物の名称  筑穂ふれあい交流センター(飯塚市筑穂支所庁舎1階) 

3 貸付面積   37.88平方メートル 

4 貸付期間   令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 

5 契約の相手方 飯塚市長尾1340番地 

         筑穂地区まちづくり協議会 

         会長 多田 憲昭 

 

 

提案理由 

 筑穂ふれあい交流センターを利用し、ふれあい広場事業を実施するにあたり、施

設の一部を運営主体である筑穂地区まちづくり協議会に無償で貸し付けることにつ

いて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第6号の規定に基づき、議会の

議決を求めるものである。 
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議案第75号 

 

専決処分の承認(令和5年度飯塚市一般会計補正予算(第5号)) 

 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第2号の規定により、令和5年度飯塚

市一般会計補正予算(第5号)について議決を経なければならないが、特に緊急を要し

たため、同法第179条第1項の規定により次のとおり専決処分したので、同条第3項の

規定によりこれを報告し、承認を求めるものである。 

 

令和5年11月30日提出 

 

飯塚市長  武 井 政 一   

 

 

専決第20号 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、特に緊急を要する

ため、次のとおり専決処分する。 

令和5年9月28日専決 

飯塚市長職務代理者         

飯塚市副市長  久 世 賢 治   

 

令和5年度飯塚市一般会計補正予算(第5号) 
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報告第26号  

 

   専決処分の報告(物損事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに

伴う和解) 

 

 令和5年10月24日に地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、

物損事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解について専決処分し

たので、同条第2項の規定によりこれを報告する。 

 

  令和5年11月30日提出 

 

飯塚市長  武 井 政 一   

 

 

  損害賠償の額 145,200円 

1 事故発生の日時、場所 

  令和5年8月6日(日)午後5時53分 

  飯塚市勢田地内 

2 事故の概要 

  財産活用課所管の市有地の樹木が倒れ、隣接地に存在する日よけ、カーポート

及び木柵を損壊させたもの。 

3 損害の状況 

 物的損害 相手方 日よけ、カーポート及び木柵の破損 

4 示談の内容 

 (1) この事故に係る過失割合は、市100％、相手方0％とする。 

 (2) 双方の過失割合に基づき、市は、損害賠償額として145,200円を相手方に支

払う。 

 (3) 双方は、本件事故について今後いかなる事情が発生しても、裁判上又は裁判

外において、一切の異議申立て又は請求をしない。 
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5 損害額及び賠償負担額(区分) 

区   分 損 害 額 

負  担  区  分 

市 

過失割合100％ 

相手方 

過失割合0％ 

相
手
方 

修理費用 145,200円 145,200円 0円 

6 事故現場見取図  

  別紙のとおり 
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事故現場見取図

事故現場
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報告第27号  

 

専決処分の報告(公用車による物損事故に係る損害賠償の額を定めるこ

と及びこれに伴う和解) 

 

令和5年10月24日に地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、

公用車による物損事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解につい

て専決処分したので、同条第2項の規定によりこれを報告する。 

 

  令和5年11月30日提出 

 

飯塚市長  武 井 政 一   

 

 

損害賠償の額 322,380円 

1 事故発生の日時、場所 

  令和5年3月21日(火)午前9時45分頃 

  飯塚市飯塚地内 飯塚市飯塚414番地18付近 

2 事故の概要 

環境対策課職員がごみ収集作業中、通行人を避けるため、収集車を一時停車さ

せ発進させる際、店舗の外壁に接触し、相手方店舗の外壁及び天井部を損傷させ

たことで、店舗の修繕期間に営業ができなくなり相手方に営業補償が生じたもの。 

3 損害の状況 

  相手方 修繕期間(事故発生日から起算して90日間)休業 

4 示談の内容 

(1) この事故に係る過失割合は、市100％、相手方0％とする。 

(2) 双方の過失割合に基づき、市は、損害賠償額として322,380円を相手方に支

払う。 

(3) 双方は、本件事故について今後いかなる事情が発生しても、裁判上又は裁判

外において、一切の異議申立て又は請求をしない。 
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5 損害額及び賠償負担額(区分) 

  区   分 損 害 額 

負  担  区  分 

市 

過失割合100％ 

相手方 

過失割合0％ 

相
手
方 

営業補償 322,380円 322,380円 0円 

 

6 事故現場見取図 
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報告第28号  

 

   専決処分の報告(交通事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに

伴う和解) 

 

 令和5年10月17日に地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、

交通事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解について専決処分し

たので、同条第2項の規定によりこれを報告する。 

             

令和5年11月30日提出 

 

飯塚市長  武 井 政 一   

 

 

  損害賠償の額 261,250円 

1 事故発生の日時、場所  

  令和5年7月24日(月)午後3時10分頃 

  飯塚市幸袋地内 

2 事故の概要 

土木管理課職員が公用車で道路パトロール中、交差点において赤の点滅信号に

従い一旦停止した後、同交差点に中方面から進入し左折しようとしたところ、確

認が不十分であったため、同交差点の幸袋方面から川島方面に向けて直進してき

た相手方車両左側面に市車両右前部が接触し、双方の車両を損傷させたもの。 

3 損害の状況 

  物的損害 相手方 左リアドアパネル、リアバンパー、左リアアルミホイール

等破損 

       市側  右前方バンパー部分破損 

4 示談の内容 

 (1) この事故に係る過失割合は、市95％、相手方5％とする。 

 (2) 市の損害賠償額261,250円と相手方の損害賠償額6,889円を相殺し、市は相手

方に対し、金254,361円を支払う 

 (3) 双方は、本件事故について今後いかなる事情が発生しても、裁判上又は裁判

外において、一切の異議申立て又は請求をしない。 
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5 損害額及び賠償負担額(区分) 

  区   分 損 害 額 

負  担  区  分 

市 

過失割合 95％ 

相手方 

過失割合 5％ 

相
手
方 

車両修繕料 275,000円 261,250円 13,750円 

市 車両修繕料 137,775円 130,886円 6,889円 

6 事故現場見取図 

    

42



報告第29号  

 

専決処分の報告(車両損傷事故に係る損害賠償の額を定めること及びこ

れに伴う和解) 

 

 令和5年10月20日に地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、

車両損傷事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解について専決処

分したので、同条第2項の規定によりこれを報告する。 

            

令和5年11月30日提出  

 

飯塚市長  武 井 政 一   

 

 

損害賠償の額 163,562円 

1 事故発生の日時、場所 

  令和5年9月12日(火)午前9時30分頃 

  飯塚市椋本地内 

2 事故の概要 

  土木管理課職員が市道端の草を伐採中、椋本方面から太郎丸方面へ走行してき

た相手方車両のフロントウィンドウを飛び石により損傷させたもの。 

3 損害の状況 

  物的損害 相手方 フロントウィンドウ損傷 

       市側  なし 

4 示談の内容 

 (1) この事故に係る過失割合は、市100％、相手方0％とする。 

 (2) 双方の過失割合に基づき、市は、損害賠償額として163,562円を相手方に支

払う。 

 (3) 双方は、本件事故について今後いかなる事情が発生しても、裁判上又は裁判

外において、一切の異議申立て又は請求をしない。 
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5 損害額及び賠償負担額(区分) 

  区   分 損 害 額 

負  担  区  分 

市 

過失割合100％ 

相手方 

過失割合0％ 

相
手
方 

車両修繕料 

代車費用 
163,562円 163,562円 0円 

6 事故現場見取図 
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報告第30号 

 

専決処分の報告(車両損傷事故に係る損害賠償の額を定めること及びこ

れに伴う和解) 

 

 令和5年11月6日に地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、

車両損傷事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解について専決処

分したので、同条第2項の規定によりこれを報告する。 

 

  令和5年11月30日提出 

 

飯塚市長  武 井 政 一   

 

 

  損害賠償の額 125,378円 

1 事故発生の日時、場所 

  令和5年10月17日(火)午前10時30分頃 

  飯塚市忠隈地内 穂波支所職員駐車場内 

2 事故の概要 

穂波支所市民窓口課職員が、穂波支所職員駐車場の側溝の除草作業をしていた

ところ、刈払機によって飛ばされた小石が駐車中の車のリアガラスに衝突し、全

面破損させたもの。 

3 損害の状況 

  物的損害 相手方 リアガラス全面破損 

       市側  なし  

4 示談の内容 

 (1) この事故に係る過失割合は、市100％、相手方0％とする。 

(2) 双方の過失割合に基づき、市は、損害賠償額として125,378円を相手方に支

払う。 

 (3) 双方は、本件事故について今後いかなる事情が発生しても、裁判上又は裁判

外において、一切の異議申立て又は請求をしない。 
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5 損害額及び賠償負担額(区分) 

区   分 損 害 額 

負  担  区  分 

市 

過失割合100％ 

相手方 

過失割合0％ 

相
手
方 

車両修繕料 

代車費用 
125,378円 125,378円 0円 

6 事故現場見取図 
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報告第31号 

 

専決処分の報告(車両損傷事故に係る損害賠償の額を定めること及びこ

れに伴う和解) 

 

 令和5年10月20日に地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、

車両損傷事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解について専決処

分したので、同条第2項の規定によりこれを報告する。 

 

  令和5年11月30日提出 

 

飯塚市長  武 井 政 一   

 

 

  損害賠償の額 126,016円 

1 事故発生の日時、場所 

  令和5年9月15日(金)午後2時30分頃 

  飯塚市長尾地内 飯塚市立筑穂中学校敷地内 

2 事故の概要 

筑穂中学校用務員が、駐車場と体育館の間の草刈作業中、刈払機によって飛ば

された小石が駐車中の車のリアガラスに衝突し、全面破損させたもの。 

3 損害の状況 

  物的損害 相手方 リアガラス全面破損 

       市側  なし  

4 示談の内容 

 (1) この事故に係る過失割合は、市100％、相手方0％とする。 

 (2) 双方の過失割合に基づき、市は、損害賠償額として126,016円を相手方に支

払う。 

 (3) 双方は、本件事故について今後いかなる事情が発生しても、裁判上又は裁判

外において、一切の異議申立て又は請求をしない。 
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5 損害額及び賠償負担額(区分) 

区   分 損 害 額 

負  担  区  分 

市 

過失割合100％ 

相手方 

過失割合0％ 

相
手
方 

車両修繕料 

代車費用 
126,016円 126,016円 0円 

6 事故現場見取図 
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報告第32号  

 

専決処分の報告(支払督促申立てに対する異議申立て(学校給食費請

求事件)) 

 

 令和5年10月16日に地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、

学校給食費請求事件の必要な訴えの提起について専決処分したので、同条第2項の規

定によりこれを報告する。 

 

  令和5年11月30日提出 

 

飯塚市長  武 井 政 一   

 

 

学校給食費請求事件 

1 事件の概要及び処理方針 

飯塚市鯰田在住の1件2名(45月188,518円)及び飯塚市平恒在住の1件2名(28月

131,173円)については、給食費を滞納し、催告にもかかわらず納入せず、協議のた

めの呼出しにも応じない。 

このため、滞納給食費の支払を求めて、飯塚簡易裁判所に支払督促の申立てを行

った。 

この支払督促に対し、相手方が督促異議の申立てを行ったため、民事訴訟法(平

成8年法律第109号)第395条の規定により、支払督促の申立ての時に本市が訴えの提

起をしたものとみなされ、訴訟手続に移行したものである。 

なお、訴訟手続後において、その目的達成に特に必要がある場合には、裁判所又

は被告の要望又は申入れに基づき和解するものとする。 

2 請求の内容 

 (1) 未払給食費の支払 

 (2) 訴訟費用(当該請求事件に係る諸費用)の支払 
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